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国部整技管第２２５号 
令和２年１１月 ５日 

 
本局各部各課（室）長 殿 
各事務所（管理所）長 殿 
 

中部地方整備局長 
（公印省略）   

 
 

請負工事成績評定要領の運用の一部改正について（通知） 
 
 

標記について、令和２年１０月２６日付け国官技第１７５号で大臣官房技術審議官から別

紙のとおり通知があったので、通知する。 



 

                                          国官技第１７５号  
令和２年１０月２６日 

 
 
各地方整備局長 殿 
北海道開発局長 殿 
内閣府沖縄総合事務局 開発建設部長 殿 
 

                   国土交通省大臣官房技術審議官 
 
 
 
                請負工事成績評定要領の運用の一部改正について 
                                       
 
 
「請負工事成績評定要領の運用について」（平成１３年３月３０日付け国官技

第９３号）を下記のとおり一部改正することとしたので通知する。 
 
 
                                      記 
 
（１） 
第２第一号に規定する別添１「地方整備局工事成績評定実施要領」内考査項目

別運用表の別紙－１①、別紙－２④、別紙－５②を別添に改める。 
 
（２） 
第３第一号に規定する別記様式第３「工事成績評定表」を別添に改める。 

 
（３） 
第５を次のように改める。 
この通知は、令和２年１０月２７日以降に行う技術検査について適用する。 
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別紙－１① 

考査項目別運用表 
                                                                                                               （主 任 技 術 評 価 官） 
考 査 項 目 細 別 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ 
１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 適切である ほぼ適切である 他の評価に該当しない やや不適切である 不適切である 

●評価対象項目 
 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。 
 施工計画書を、工事着手前又は施工方法が確定した時期に提出している。 
 作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。 
 品質証明員が関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって実施して、品質証明に係る体制が有効に機能している。 
 元請が下請の作業成果を検査している。 
 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。 
 緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。 
 現場に対する本店や支店による支援体制を整えている。 
 工場製作期間における技術者を適切に配置している。 
 機械設備、電気設備等について、製作工場における社内検査体制（規格値の設定や確認方法等）を整えている。 
 その他 

理由：                                            
 
●判断基準 

評価値が 90%以上・・・・・・・・・a 
評価値が 80％以上 90%未満・・・・・b 
評価値が 80%未満・・・・・・・・・c 
 

 施工体制一般に関して、監督

職員が文書による改善指示を

行った。 

 施工体制一般に関して、監督

職員からの文書による改善

指示に従わなかった。 
 

Ⅱ．配置技術者 
（現場代理人等） 

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ 
適切である ほぼ適切である 他の評価に該当しない やや不適切である 不適切である 

●評価対象項目 
【全体を評価する項目】 
 「施工プロセス」のチェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。 
 作業に必要な作業主任者及び専門技術者を選任及び配置している。 

【現場代理人を評価する項目】 
 現場代理人が、工事全体を把握している。 
 設計図書と現場との相違があった場合は、監督職員と協議するなどの必要な対応を行っている。 
 監督職員への報告・連絡を適時及び的確に行っている。 

【監理（主任）技術者を評価する項目】※特例監理技術者の指導により、監理技術者補佐が適正に実施した場合も評価するものとする。 
 事前協議を踏まえ、共通仕様書及び諸基準に基づき、工事書類の簡素化の趣旨に則り、工事書類を適切に作成し、提出又は提示している。 
 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している。 
 施工上の課題となる条件（作業環境、気象、地質等）への対応を図っている。 
 下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。  
 監理（主任）技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。 
 その他 

理由：                                            
 
●判断基準 

評価値が 90%以上・・・・・・・・・a 
評価値が 80％以上 90%未満・・・・・b 
評価値が 80%未満・・・・・・・・・c 
 

 配置技術者に関して、監督職

員が文書による改善指示を行

った。 
 

 配置技術者に関して、監督職

員からの文書による改善指

示に従わなかった。 
 

 
 
 

① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 

③ 評価値（   ％）＝該当項目数（  ）／評価対象項目数（  ） 
④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 
 

① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 

③ 評価値（   ％）＝該当項目数（  ）／評価対象項目数（  ） 
④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 
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別紙－２④ 

考査項目別運用表 
                                                                                                               （総 括 技 術 評 価 官） 

考 査 項 目 法 令 遵 守 等 の 該 当 項 目 一 覧 表 
７．法令遵守等 
 
 

 

措 置 内 容 
著しく不適切 やや不適切、不適切 

点数 
点数 回数 点数 回数 

 1.指名停止３ヶ月以上 －２０点  －１０点   
 2.指名停止２ヶ月以上３ヶ月未満 －１５点  －８点   
 3.指名停止１ヶ月以上２ヶ月未満 －１３点  －７点   
 4.指名停止２週間以上１ヶ月未満 －１０点  －５点   
 5.文書注意 －８点  －４点   
 6.口頭注意 －５点  －３点   
 7.重複措置の必要が生じた場合      
 8.事故発生後一定期間事故がなかった場合の軽減   

総合評価等による減点 
□ 9.その他 〔理由：                                  〕      
 合計  

 
① 本考査項目（７.法令遵守等）で評価する事例は、施工にあたって工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった場合に適用する。 
② 「施工」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。 
③ 「工事関係者」とは、当該工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び当該工事にあたって下請契約し、それを履行するために従事する者に限定する。 
④ 総合評価落札方式における技術提案等が、受注者の責により履行されなかった場合は、９．その他の項目で減ずる措置を行う。 

 
【上記で評価する場合の適応事例】 

1.入札前に提出した調査資料などにおいて、虚偽の事実が判明した。 
 2.承諾なしに権利又は義務を第三者に譲渡又は承継した。 
 3.使用人に関する労働条件に問題があり送検された。 
 4.産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等の関係法令に違反する事実が判明した。 
 5.当該工事関係者が贈収賄などにより逮捕又は公訴された。 
 6. 一括下請や技術者の専任違反等の建設業法に違反する事実が判明した。 
 7.入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検された。 
 8.労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。 
 9.監督又は検査の実施を、不当な圧力をかけるなどにより妨げた。 
10.下請代金を期日以内に支払っていない、不当に下請代金の額を減じているなど下請代金支払遅延等防止法第４条に規定する親事業者の遵守事項に違反する行為がある。 
11.過積載等の道路交通法違反により、逮捕又は送検された。 
12.受注企業の社員に「指定暴力団」又は「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等の暴力団関係者がいることが判明した。 
13.下請に暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第９条に記されている砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入れ、 
土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。 

14.安全管理が不適切であったことから死傷者を生じさせた工事関係者事故又は重大な損害を与えた公衆損害事故を起こした。 
15.受注者が社会保険等未加入建設業者の下請負人と契約を締結した。（措置内容については、指名停止等の区分による） 

 

 
 

□ 10.項目該当なし 



（２／４）

考 細

査 確　認　項　目 チェックリスト一覧表 備　　　　　考

項

目 別   　　　　　　　　　（チェックの目安）

1 Ⅰ （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ）

施 施 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

工 工

体 体 （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ）

制 制 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

一 ○建設業許可標識 （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ）

般 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Ⅱ ○現場代理人 (  ／  ) （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ）

配 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

置 （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ）

技 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

術 ○専門技術者 （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ）

者 (配置が必要な工事) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

／ ○作業主任者 （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ）

現 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

場 ○監理技術者 （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ）

代 （主任技術者） □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

理 （監理技術者補佐） （  ／  ）

の専任制 □

人

・ （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ）

監 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

理

技 （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ）

術 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

者 （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ）

・ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

主 ○配置技術者 （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ）

任 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

技 ○下請負者の把握 （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ）

術 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

者

2 Ⅰ ○設計図書の照査 （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ）

施 施 　等 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

工 工

状 管 （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ）

況 理 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

（  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ） （  ／  ）

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

・契約書第18条第１項第１号から第５号に係わ
る設計図書の照査を行っている。（着手前、施
工時適宜）

・工事請負契約における設計変更ガイドライン
の対象工種を含む場合、照査要領（案）に基づ
く照査を行っている。（着手前、施工時適宜）

・現場との相違事実があった場合、その事実が
確認できる資料を書面により通知して確認を受
けた。（着手前、施工時適宜）

・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工
事を進めている。（施工時適宜）

・現場技術員との対応が適切である。（施工時
適宜）

・下請負者が国土交通省の工事指名競争参加資
格者である場合には、指名停止期間中でない。
（施工時適宜）

・配置予定技術者と現場代理人等通知書の技術
者が同一であった。（監理技術者補佐を配置す
る場合は、監理技術者補佐についても同様の確
認をする）（着手前）

・監理技術者（監理技術者補佐を配置する場合
は監理技術者補佐）が現場に常駐していた。不
在の場合は適切な施工ができる体制を確保して
いた。（施工時適宜）

・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把
握し、主体的に係わっている。（施工時適宜）

・専門技術者を選任し、配置している。（施工
時適宜）

・作業主任者を選任し、配置している。（施工
時適宜）

・国家資格、監理技術者資格者証等の内容が適
切である。（着手前、変更時、更新時）

（改善通知・指示事項及び是
正状況等）

・建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の
見やすい場所に設置し、主任技術者等を正しく
記載している。（着手時、施工時適宜）

・現場に常駐していた。（施工時適宜）

・監督職員との連絡調整及び対応を適切に行っ
ている。（施工時適宜）

※当確認項目の４
チェック目、５
チェック目について
は、特例監理技術者
の指導により、監理
技術者補佐が適正に
実施した場合も評価
するものとする。

・施工体制台帳に記載されている主任技術者の
配置及び資格が適切である。 （施工時適宜）

・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関
与している。（施工時適宜）

「施工プロセス」のチェックリスト（案）

チ　ェ　ッ　ク　時　期

着手前 施　工　中 完成時



別記様式第３

工 事 成 績 評 定 表
令和 年 月 日

事務所名： 事務所

工 事 名

契 約 金 額 当初 \ 最終 \

工 期 当初 令和 年 月 日から 最終 令和 年 月 日から

令和 年 月 日まで 令和 年 月 日まで

完 成 年 月 日 令和 年 月 日

完 成 検 査 年 月 日 令和 年 月 日

中 間 技 術 検 査 年 月 日 第1回: 令和 年 月 日 第2回: 令和 年 月 日

請 負 者 氏 名

現 場 代 理 人 氏 名

主 任 技 術 者 氏 名

監 理 技 術 者 氏 名

監 理 技 術 者 補 佐 氏 名

総 括 技 術 評 価 官 所 属 ・ 氏 名 印

主 任 技 術 評 価 官 所 属 ・ 氏 名 印

技術検査官（中間）所属・氏名 印

技術検査官（完成）所属・氏名 印

① 主 任 技 術 評 価 官 評 定 点 点

② 総 括 技 術 評 価 官 評 定 点 点

③ 技 術 検 査 官 （ 中 間 ） 評 定 点 点

④ 技 術 検 査 官 （ 完 成 ） 評 定 点 点

⑤ 法 令 遵 守 等 点

⑥ 評 定 点 合 計 点

注１）中間技術検査があった場合

評定点合計 ⑥＝（①×0.4 ＋ ②×0.2 ＋ ③×0.2 ＋ ④×0.2）－⑤

中間技術検査がなかった場合

評定点合計 ⑥＝（①×0.4 ＋ ②×0.2 ＋ ④×0.4）－⑤

２）中間技術検査が２回以上あった場合、評定点は中間技術検査を合わせた平均点を記入する。

３）一部完成の場合は、総括技術評価官、主任技術評価官及び技術検査官が各々評定を行い、完成の際に、完成検

査時の評定点と金額により加重平均を行い記入する。

４）主任技術評価官、総括技術評価官、技術検査官の評定点は小数第１位までとする。

５）評定点合計は、四捨五入により整数とする。

６）⑤法令遵守等は、総括技術評価官が記入する。
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